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別表…滋賀大学における内部質保証に関する体制 

 

 

 
内部質保証に係る点検について 

「内部質保証」とは、大学が自律的な組織として、その使命や目的を実現する

ために、自らが行う教育研究等の状況について継続的に点検・評価し、質の保証

を行うとともに、絶えず改善・向上に取り組むことを指します。 
本学では、平成 31 年 4 月 1日付で「国立大学法人滋賀大学における内部質保

証方針」を定め、大学評価基準(※1)に準じた点検項目に基づく自己点検を毎年

度実施しています。 

令和６年度においては、より質を向上させるための評価項目の追加を行うとと

もに、令和３年度に受審した大学機関別認証評価(※2)を踏まえ、過去の改善計

画の進捗状況（フォローアップ）を中心に点検を実施しました。 

 

※1…大学の学位課程における教育活動を中心として、大学設置基準等の法令適

合性を含めて、大学として適合していることが必要と考える内容を示したもの 

 

※2…学校教育法に基づき、教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか

否かを認定する評価制度（７年以内ごとに受審） 



機構以外の各委員会等

担当理事 担当組織 担当課

経済学研究科（博士前期課程、
博士後期課程）、特別支援教育
専攻科において「0.7 倍未満」
であり「大幅に下回る」

志願者増、入学者増を図るた
め、広報活動等の見直しなどの
方策を検討する

Ｒ１

□　検討中
☑　対応中
□　対応済
□　その他
（　　　　）

経済学研究科において大学院改革検討
ワーキンググループを立ち上げ、カリ
キュラム改革の検討を実施中である。
博士前期課程においては2022年度から
新カリキュラムに移行予定である。特
に、社会人1年制（ビジネス・データサ
イエンス専修プログラム）の導入を目
指す。博士後期課程においては3ポリ
シー（ディプロマポリシー、カリキュ
ラムポリシー、アドミッションポリ
シー）の見直しを図る。
特別支援教育専攻科においてはホーム
ページの見直しを行う。

経済学研究科（博士前期課程、
博士後期課程）、特別支援教育
専攻科において「0.7 倍未満」
であり「大幅に下回る」

志願者増、入学者増を図るた
め、カリキュラム、広報活動等
の見直しなどの方策を検討する

Ｒ２

□　検討中
☑　対応中
□　対応済
□　その他
（　　　　）

経済学研究科において、カリキュラム
改革の検討をすすめるとともに、博士
前期課程および博士後期課程のアド
ミッションポリシーの見直しを行っ
た。
特別支援教育専攻科においては、ホー
ムページの見直しを行った。また、志
願者増を図るため、今後、現職教員派
遣増について滋賀県教育委員会に折衝
するとともに、社会福祉施設等、特別
支援教育に関わりのある施設等に募集
を促す。

経済学研究科（博士前期課程、
博士後期課程）において「0.7
倍未満」であり「大幅に下回
る」。

志願者増、入学者増を図るた
め、カリキュラム改革を行い、
広報活動等の見直しなどの方策
を検討する。

Ｒ５

□　検討中
□　対応中
☑　対応済
□　その他
（　　　　）

令和6年度入試では入学定員32名のとこ
ろ33名が合格し、うち30名が入学し
た。

特別支援教育専攻科において
「0.7 倍未満」であり「大幅に
下回る」。

志願者増、入学者増を図るた
め、カリキュラム改革を行い、
広報活動等の見直しなどの方策
を検討する。

Ｒ５

□　検討中
☑　対応中
□　対応済
□　その他
（　　　　）

特別支援教育専攻科において、志願者
増を図るため、現職教員の派遣増につ
いて滋賀県教育委員会に折衝した。今
後も現職教員派遣増について滋賀県教
育委員会に折衝するとともに、社会福
祉施設等、特別支援教育に関わりのあ
る施設等に募集を促す。

特別支援教育専攻科において
「0.7 倍未満」であり「大幅に
下回る」。

志願者増、入学者増を図るた
め、カリキュラム改革を行い、
広報活動等の見直しなどの方策
を検討する。

Ｒ６

□　検討中
☑　対応中
□　対応済
□　その他
（　　　　）

特別支援教育専攻科において、志願者
の増員を図るため、現職教員の派遣増
員について滋賀県教育委員会と協議を
行った。今後も現職教員派遣増員につ
いて滋賀県教育委員会と協議するとと
もに、社会福祉施設等、特別支援教育
に関わりのある施設等に募集を促す。
また、多様な受験生が受験しやすい環
境を整えることや負担軽減を目的にし
て、試験実施方法の変更やオンライン
で出願書類を整えることのできる環境
整備を検討した。

実入学者数が入学定員
に対して適正な数と

なっていること
⑩

経済学研究科（博士前期課程、
博士後期課程）、特別支援教育
専攻科において「0.7 倍未満」
であり「大幅に下回る」。

入試課
入学試験
委員会

副学長
（入試）

・学生募集を行う組織単位ごとの過去
５年間の入学定員に対する実入学者の

割合の平均を確認する。
・学部又は研究科の単位において、実
入学者数が「入学定員を大幅に超え

る、又は大幅に下回る」状況になって
いる場合は、その適正化を図る取組が

なされていることを確認する。
※実入学者数には、秋期入学者のほ

か、国費留学生や外国政府派遣留学生
等の入学者を含める。

※学生募集を行う組織単位ごとの過去
５年間の入学定員に対する実入学者の
割合の平均に関しては、適切な教育環
境を確保する観点を重視し、「1.3 倍
以上」、又は「0.7 倍未満」の場合

は、「大幅に超える」、又は「大幅に
下回る」とする。

実入学者数が、入学定
員を大幅に超える、又
は大幅に下回る状況に

なっていないこと

⑩-
1

大
項
目
NO

点検・評価項目（大項
目）

詳
細
NO

点検・評価項目
（詳細）

分析手順

志願者増、入学者増を図るた
め、カリキュラム改革を行い、
広報活動等の見直しなどの方策
を検討する。

□　検討中
☑　対応中
□　対応済
□　その他
（　　　　）

Ｒ４

経済学研究科（博士前期課程）につい
ては、①前年度に引き続き、入試説明
会の回数の増加、入試案内の動画の配
信などで本研究科の広報活動を充実し
た。②受験生と指導希望教員とのミス
マッチ解消策の一環として、「研究
テーマ及び著作リスト」のフォーマッ
トを改訂し、指導可能なテーマなどの
情報を追加した。③受験生の便益を図
るため、HPの入試情報の改修、会計学
などのサンプル問題の公開などを行っ
た。
博士後期課程については、4名の入学が
あり、現状定員充足に問題はない。
特別支援教育専攻科において、志願者
増を図るため、現職教員の派遣増につ
いて滋賀県教育委員会に折衝した。今
後も現職教員派遣増について滋賀県教
育委員会に折衝するとともに、社会福
祉施設等、特別支援教育に関わりのあ
る施設等に募集を促す。

２.点検・評価項目（機構以外の全学委員会等）に係る昨年度（R6）改善計画の進捗状況

経済学研究科（博士前期課程、
博士後期課程）、特別支援教育
専攻科において「0.7 倍未満」
であり「大幅に下回る」。

志願者増、入学者増を図るた
め、カリキュラム改革を行い、
広報活動等の見直しなどの方策
を検討する。

Ｒ３

□　検討中
☑　対応中
□　対応済
□　その他
（　　　　）

経済学研究科（博士前期課程）につい
ては、①オンライン入学説明会の回数
増加（年4回開催）、②大学院受験予備
校への入学案内・入試要項の送付、③
陵水会・経済経営研究所のSNSによる情
報提供を行い、広報活動を強化した。
また、受験生と指導希望教員とのミス
マッチ解消策を検討中である。さら
に、博士前期課程については、3月にオ
ンラインでの追加入試を実施し、未入
国留学生の受験機会と入学可能性を担
保した。博士後期課程については、4名
の入学があり（合格者は6名）、定員充
足状況についてやや改善傾向がみられ
る。
特別支援教育専攻科において、志願者
増を図るため、今後、現職教員派遣増
について滋賀県教育委員会に折衝する
とともに、社会福祉施設等、特別支援
教育に関わりのある施設等に募集を促
す。

内部質保証実施主体
点検結果が△または×の場合、

その理由
改善計画 確認年度 進捗状況 進捗状況報告



滋賀大学における内部質保証に関する体制 

質保証対象：教育 

教育・学生支援機構会議 

教育の内部質保証責任者： 

教育・学生支援機構長
（教育・研究担当理事）

◆教育活動の有効性の検証
【大学評価基準 6-1～6-8、4-1～4-2】 
①教育の内部質保証に関する方針・体制の整備 
②教育の内部質保証に係る点検項目の設定 
③教育課程及び各部門等における自己点検・評価
結果の検証、改善計画の検証、改善計画の進捗状況
の検証、改善指示 
④目標計画・評価委員会へ教育の内部質保証に関
する実績報告 
⑤教育の内部質保証システムの有効性・効率性の
確認

目標計画・評価委員会 
統括責任者：学長 
自己点検・評価の責任者：各担当理事・副学長 
改善・向上活動の責任者：各担当理事・副学長

◆大学の諸活動の有効性の検証   【大学評価基準 1-1～1-3、２-1～2-5】 
①全学における内部質保証に関する方針・体制の整備 
②機構以外の内部質保証に係る点検項目の設定 
③全学における自己点検・評価結果の検証、改善計画の検証、改善計画の進捗状況の検証、改善指示 
④全学における内部質保証システムの有効性・効率性の確認
⑤自己点検・評価報告会の開催（年１回） 
 

【大学評価基準 3-1】 
◆点検項目の点検（毎年
実施）
◆各担当業務について評
価（認証評価等に合わせ実施） 
◆改善計画の策定
◆改善計画の実施

自己点検・評価結果、
改善計画、改善計画
の進捗状況の報告 

 

・大学戦略 IR室 データ分析等支援 

自己点検・評価報告会（年１回開催） 
（自己点検結果をステークホルダーに公表） 役員会

経営協議会 
教育研究評議会 

質保証対象：情報環境整備 

情報機構会議

情報の内部質保証責任者： 
情報機構長

（国際・社会連携・情報担当理事）

質保証対象：研究 

研究推進機構会議 

研究の内部質保証責任者： 
研究推進機構長 

（教育・研究担当理事） 

質保証対象：国際交流 

国際交流機構会議 

国際の内部質保証責任者： 

国際交流機構長 
（国際・社会連携・情報担当理事）

質保証対象：産学公連携 

産学公連携推進機構会議 

産学官連携の内部質保証

責任者： 

産学公連携推進機構長

（国際・社会連携・情報担当理事） ◆情報環境整備の有
効性の検証
【大学評価基準 4-1】  
①情報環境整備の内部質
保証に関する方針・体制の
整備 
②情報環境整備の内部質
保証に係る点検項目の設
定
③各部門等における自己
点検・評価結果の検証、改
善計画の検証、改善計画の
進捗状況の検証、改善指示 
④目標計画・評価委員会へ
情報環境整備の内部質保
証に関する実績報告 
⑤情報環境整備の内部質
保証システムの有効性・効
率性の確認 

◆研究推進活動の有
効性の検証

①研究の内部質保証に関
する方針・体制の整備 
②研究の内部質保証に係
る点検項目の設定 
③各部門等における自己
点検・評価結果の検証、改
善計画の検証、改善計画の
進捗状況の検証、改善指示 
④目標計画・評価委員会へ
研究の内部質保証に関す
る実績報告 
⑤研究の内部質保証シス
テムの有効性・効率性の確
認

◆国際交流活動の有
効性の検証
【大学評価基準 4-2】 
①国際交流の内部質保証
に関する方針・体制の整備 
②国際交流の内部質保証
に係る点検項目の設定 
③各部門等における自己
点検・評価結果の検証、改
善計画の検証、改善計画の
進捗状況の検証、改善指示 
④目標計画・評価委員会へ
国際交流の内部質保証に
関する実績報告 
⑤国際交流の内部質保証
システムの有効性・効率性
の確認

◆産学公連携活動の
有効性の検証

①産学公連携の内部質保
証に関する方針・体制の整
備
②産学公連携の内部質保
証に係る点検項目の設定 
③各部門等における自己
点検・評価結果の検証、改
善計画の検証、改善計画の
進捗状況の検証、改善指示 
④目標計画・評価委員会へ
産学公連携の内部質保証
に関する実績報告 
⑤産学公連携の内部質保
証システムの有効性・効率
性の確認

部門等
・国際企画部門
・留学生支援部門

（部門等の質保証業務） 
◆点検項目の点検（毎年実
施）
①定量的、定性的なデータ
の収集・分析 
②国際交流機構が定めた
点検項目に基づく点検 
◆担当業務について評価
（毎年の点検結果をもと
に、法人評価、認証評価、
外部評価に合わせたタイ
ミングで実施）
①自己評価書の作成 
◆改善計画の策定
◆改善計画の実施

（ACT） （DO）

（CHECK） 

部門等
・教育推進部門会議
・学生支援部門会議
・高大接続・入試センター

＋ 

（部門等の質保証業務） 
◆点検項目の点検（毎年実施）
①定量的、定性的なデータの収集・分析 
②教育・学生支援機構が定めた点検項目に基づく点
検
◆担当業務について評価（毎年の点検結果をもと
に、法人評価、認証評価、外部評価に合わせたタイ
ミングで実施）
①自己評価書の作成 
◆改善計画の策定
◆改善計画の実施

部門等
・基盤研究推進部門会議
・研究プロジェクト推進部門
会議 

（部門等の質保証業務） 
◆点検項目の点検（毎年実
施）
①定量的、定性的なデータ
の収集・分析 
②研究推進機構が定めた
点検項目に基づく点検 
◆担当業務について評価
（毎年の点検結果をもと
に、法人評価、認証評価、
外部評価に合わせたタイ
ミングで実施）
①自己評価書の作成 
◆改善計画の策定
◆改善計画の実施

部門等
・情報セキュリティ委員会
・情報基盤センター

（部門等の質保証業務） 
◆点検項目の点検（毎年実
施）
①定量的、定性的なデータ
の収集・分析 
②情報機構が定めた点検
項目に基づく点検 
◆担当業務について評価
（毎年の点検結果をもと
に、法人評価、認証評価、
外部評価に合わせたタイ
ミングで実施）
①自己評価書の作成 
◆改善計画の策定
◆改善計画の実施

部門等
・社会連携部門
・ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ部門
・地域連携教育推進部門

（部門等の質保証業務） 
◆点検項目の点検（毎年実
施）
①定量的、定性的なデータ
の収集・分析 
②産学官連携機構が定め
た点検項目に基づく点検 
◆担当業務について評価
（毎年の点検結果をもと
に、法人評価、認証評価、
外部評価に合わせたタイ
ミングで実施）
①自己評価書の作成 
◆改善計画の策定
◆改善計画の実施

↓機構から各部門等へ点検項目の設定、改善指示

↑各部門等から機構へ自己点検・評価結果、改善計画、改善計画の進捗状況の報告

点検項目設定・
改善指示実績報告 改善指示 

質保証対象：財務運営 

財務・施設マネジメント委員会 

財務運営の内部質保証責任者：

財務・施設担当理事 

質保証対象：管理運営 
・総務課
・人事労務課

管理運営の内部質保証責任者：

総務・企画担当理事、財務・施

設担当理事 

質保証対象：情報の公表 
・総務課

情報の公表の内部質保証責任

者：総務・企画担当理事 

【大学評価基準 3-2～3-4】 
◆点検項目の点検（毎年
実施）
◆各担当業務について評
価（認証評価等に合わせ実施） 
◆改善計画の策定
◆改善計画の実施

【大学評価基準 3-6】 
◆点検項目の点検（毎年
実施）
◆各担当業務について評
価（認証評価等に合わせ実施） 
◆改善計画の策定
◆改善計画の実施

【大学評価基準 4-1】 
◆点検項目の点検（毎年
実施）
◆各担当業務について評
価（認証評価等に合わせ実施） 
◆改善計画の策定
◆改善計画の実施

質保証対象：施設・設備 

財務・施設マネジメント委員会 

施設・設備の内部質保証責任者：

財務・施設担当理事 

質保証対象：図書 

附属図書館委員会 

図書の内部質保証責任者： 

附属図書館長 

（教育・研究担当理事） 

質保証対象：学生の受入 

入学試験委員会 

学生の受入の内部質保証責任

者：入試担当副学長 

【大学評価基準 4-1】 
◆点検項目の点検（毎年
実施）
◆各担当業務について評
価（認証評価等に合わせ実施） 
◆改善計画の策定
◆改善計画の実施

【大学評価基準 5-1～5-3】 
◆点検項目の点検（毎年
実施）
◆各担当業務について評
価（認証評価等に合わせ実施） 
◆改善計画の策定
◆改善計画の実施

【大学評価基準 3-5】 
◆点検項目の点検（毎年
実施）
◆各担当業務について評
価（認証評価等に合わせ実施） 
◆改善計画の策定
◆改善計画の実施

質保証対象：監査 

監査室 

監査の内部質保証責任者： 

総務・企画担当理事 

機構以外

学部・研究科 
※学部・研究科の質保証業務は別に定める
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